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１ 給与勧告の対象職員

本年の給与勧告対象職員（企業職員及び技能労務職員を除く。）は14,371人（※）であり、昨年より111人の減となって
います（行政職については、3,418人で昨年より23人の減）。

また、対象職員の平均年齢は40.3歳で、昨年より0.3歳低下となっています（行政職については、昨年より0.4歳低下）。

R3年4月 R2年4月 増減 R3年4月 R2年4月 増減

全職種 14,371 14,482 △ 111 40.3 40.6 △ 0.3

行政 3,418 3,441 △ 23 41.8 42.2 △ 0.4

公安 2,474 2,460 14 37.9 37.8 0.1

教育(二) 2,143 2,212 △ 69 43.4 44.2 △ 0.8

教育(三) 5,918 5,947 △ 29 39.2 39.4 △ 0.2

研究 192 195 △ 3 42.5 42.2 0.3

医療(一) 20 20 0 37.8 39.8 △ 2.0

医療(二) 94 98 △ 4 44.4 45.0 △ 0.6

医療(三) 63 66 △ 3 39.0 41.0 △ 2.0

福祉 48 42 6 39.5 39.9 △ 0.4

任期付研究員 1 1 0 - - -

職員数（人） 平均年齢（歳）

（注）職員数は、勧告対象職員のうち、再任用職員、臨時的任用職員、会計年度任用職員を除く人数である。

（令和３年4月1日現在）

2



 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

                                                                     

                

               

 

 

           

               

 

 

 

 

 

 

 

 

      

        

（給与条例の改正）                                （勧告の取扱いの決定）             

  

4 月分給与（比較対象：行政職） 4 月分給与 

奈良県職員給与の調査 

＜個人別給与＞ 

全職員 14,371 人を対象 

 

民間給与の調査 

（企業規模 50 人以上かつ事業所規模 50 人以上） 

【対象となる 283 事業所から 99 事業所を無作為抽出】 

事業所別調査 従業員別調査 

給与改定や 

諸手当の支給状況 

民間の特別給の支給割合と 

県職員の特別給の支給月数を 

比較 

民間と県職員（行政職）の給与を比較 

役職段階、学歴、年齢を同じくする者同士の給与を比較（ラスパイレス方式） 

 

情勢適応の原則 

（民間準拠） 

条例案提出 県議会 知 事 

人事院勧告（国家公務員）の 

内容を検討 

他都道府県の動向 

 

給与水準の改定・給与制度の見直し 

人事委員会勧告･報告 

ボーナス 

（前年８月から当年７月まで） 

２ 給与勧告の手順

奈良県人事委員会では、奈良県職員と民間の４月分の給与（月例給）を調査した上で、精密に比較し、得られた較差を埋める
ことを基本に勧告を行っています。

また、特別給についても、民間の特別給（ボーナス）の直近１年間（前年８月から当年７月まで）の支給実績を調査した上で、
民間の年間支給割合を求め、これに奈良県職員の特別給（期末・勤勉手当）の年間支給月数を合わせることを基本に勧告を行っ
ています。
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             《役職段階》     《学歴区分》      《年齢階層》      《民間給与総額（Ａ）》        《職員給与総額（Ｂ）》 
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２２・２３歳 

２０・２１歳 

１８・１９歳 

１６・１７歳 

大学卒 

短大卒 

 

高校卒 

中学卒 

 

 

役職段階ごとに、「１級（主事）」と同様、

学歴区分別、年齢階層別に民間給与及び

職員給与を算定 

 

突 合

う 

突 合

う 

突 合

う 

突 合

う 

突 合

う 

職員給与×職員数 

職員給与×職員数 

職員給与×職員数 

職員給与×職員数 

職員給与×職員数 

民間給与総額÷職員総数 

＝ ３６６，６２２円(ａ) 

 

職員給与総額÷職員総数 

＝ ３６６，６６１円(ｂ) 本年の公民較差 △３９円（△０．０１％） 

（算定方法＝（ａ）－（ｂ）） 

民間給与×職員数 

民間給与×職員数 

民間給与×職員数 

民間給与×職員数 

 

民間給与×職員数 

 

１級 

（主事） 

２級 

（主任主事） 

３級・４級 

（主査、係長） 

５級・６級 

（課長補佐、課長） 

７級・８級 

（困難課長、部次長） 

９級 

（部長） 

大卒 

短大卒 

高校卒 

中学卒 

役職段階ごとに、

「１級（主事）」と

同様、学歴区分別、

年齢階層別に民間

給与及び職員給与

を算定 

２２・２３歳 

１級 
（主事） 

２級 
（主任主事） 

４級 
（係長） 

５級 
（課長補佐） 

７級 
（課長） 

９級 
（部長） 

６級 
（主幹） 

３級 
（主査） 

８級 
（部次長） 

月例給の民間給与との比較（ラスパイレス比較）においては、個々の奈良県職員に民間の給与額を支給したとすれば、これ
に要する支給総額（A）が、現に支払っている支給総額（B）に比べてどの程度の差があるかを算出しています。

具体的には、以下のとおり、役職段階、学歴区分、年齢階層別の奈良県職員の平均給与と、これと条件を同じくする民間の
平均給与のそれぞれに奈良県職員数を乗じた総額を算出し、両者の水準を比較しています。

３ 民間給与との比較方法（ラスパイレス比較）

24・25歳

26・27歳
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４ 民間給与との較差①（月例給）

本年の民間給与との較差は △39円（△0.01％）とわずかで、県職員と民間の給与水準はほぼ均衡して
いることから、月例給の改定を行わないこととしました。

【月例給の民間との較差】

県職員給与

366,661円
比 較

民間給与

366,622円

較差 △39円
（△0.01％）
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5 民間給与との較差②（ボーナス）

県内民間事業所の特別給（ボーナス）の支給割合は4.26月分であり、県職員の期末・勤勉手当の年間平均支給月数
4.40月分を下回っていることから、民間の特別給の支給割合との均衡を図るため、0.15月分引き下げ、4.25月分と
することとしました。

【特別給の民間との較差】

0.15月分引下げ
現行 4.40月分

↓
勧告 4.25月分

県職員
期末・勤勉手当

4.40月分

民間
特別給

4.26月分

比 較

較差 △0.14月分

※県職員のボーナスの支給月数は、民間事業
所の特別給の支給割合の小数点以下第２位
を２捨３入、７捨８入した0.05月単位の
月数に合わせる形で改定を行っている。
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6 本年の勧告のポイント

１ 月例給

・ 民間給与との較差 △39円（△0.01％）

・ 較差がわずかなため、月例給の改定なし

２ 期末手当・勤勉手当（ボーナス）

・ 民間の支給割合との均衡を図るため、支給月数を0.15月分引下げ（4.40月分→4.25月分）

・ 民間の支給状況等を踏まえ、期末手当の支給月数に反映

３ 実施時期

令和３年12月１日（令和４年度以降の改定は、令和４年４月１日）

○ 月例給の改定なし

○ ボーナスを0.15月分引下げ

※ 勧告後の平均給与（行政職給料表） 月額 366,661円 年額 5,987,000円

（増減なし） （△57,000円）
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(注)１.給与月額欄は、特例条例による給与減額措置がないものとした場合で算出。
２.モデル給与例の給与月額は、給料、管理職手当及び地域手当（下記参照）を基礎に算出。

○ 地 域 手 当 ： 本庁勤務（7.1％）
○ 管理職手当 ： 課長（80,100円）、部次長（103,700円）、部長（128,900円）

７ モデル給与例

月額 年間給与 月額 年間給与

（円） （円） （円） （円） （円）

主　　事
（高卒新採）

18歳 165,897 2,716,000 165,897 2,691,000 △ 25,000

主　　事
（大卒新採）

22歳 202,097 3,308,000 202,097 3,278,000 △ 30,000

主　　事 25歳 220,947 3,617,000 220,947 3,584,000 △ 33,000

主任主事 30歳 257,789 4,220,000 257,789 4,181,000 △ 39,000

主　　査 35歳 301,807 5,007,000 301,807 4,959,000 △ 48,000

主　　査 40歳 336,615 5,584,000 336,615 5,531,000 △ 53,000

係　　長 45歳 389,308 6,543,000 389,308 6,479,000 △ 64,000

課長補佐 50歳 413,941 6,957,000 413,941 6,889,000 △ 68,000

課　　長 － 544,817 8,845,000 544,817 8,765,000 △ 80,000

部 次 長 － 599,224 10,049,000 599,224 9,951,000 △ 98,000

部　　長 － 669,803 11,260,000 669,803 11,149,000 △ 111,000

区　分 年　齢

勧告前 勧告後
年間給与額の差
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８ 給与勧告の実施状況

改定内容
”＋”ﾌﾟﾗｽ改定
”△”ﾏｲﾅｽ改定
”－”改定なし

公 民 較 差 改 定 後 特別給 平均年間給与

備 考年 額 率 額 率 改定前 改定後 差 額 率

月例給 特別給 円 ％ 円 ％ 月 月 月 円 ％

R3 － △ △ 39 △ 0.01 0 0.00 4.40 4.25 △ 0.15 △ 57,000 △ 0.9
・月例給は２年連続の改定見送り
・特別給は２年連続の引下げ改定

R2 － △ △ 221 △ 0.06 0 0.00 4.50 4.40 △ 0.10 △ 39,000 △ 0.6
・月例給は７年ぶりの改定見送り
・特別給は10年ぶりの引下げ改定

R1 ＋ ＋ 819 0.22 787 0.21 4.45 4.50 0.05 32,000 0.5・月例給、特別給ともに６年連続の引上げ改定

３０ ＋ ＋ 672 0.18 646 0.17 4.40 4.45 0.05 29,000 0.5・月例給、特別給ともに５年連続の引上げ改定

２９ ＋ ＋ 1,217 0.33 1,212 0.33 4.30 4.40 0.10 61,000 1.0・月例給、特別給ともに４年連続の引上げ改定

２８ ＋ ＋ 1,167 0.31 1,162 0.31 4.20 4.30 0.10 60,000 1.0・月例給、特別給ともに３年連続の引上げ改定

２７ ＋ ＋ 1,548 0.41 1,546 0.41 4.10 4.20 0.10 63,000 1.0・月例給、特別給ともに２年連続の引上げ改定

２６ ＋ ＋ 892 0.23 875 0.23 3.95 4.10 0.15 72,000 1.2
・月例給、特別給ともに７年振りの引上げ改定
・平成２７年度以降給与制度の総合的見直し

２５ － － 48 0.01 0 0.00 3.95 3.95 0.00 0 0.0
・２年連続、月例給・特別給とも改定見送り
（特別給改定見送りは３年連続）

２４ － － △ 135 △ 0.04 0 0.00 3.95 3.95 0.00 0 0.0
・月例給・特別給とも改定見送り
（特別給改定見送りは２年連続）

２３ △ － △ 952 △ 0.25 △ 1,154 △ 0.30 3.95 3.95 0.00 △ 19,000 △ 0.3
・月例給は３年連続引下げ
・特別給は３年ぶりの改定見送り
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